
2024年7月17日 (臨床倫理委員会（倫理コンサルテーション）承認）

患者

CPTに連絡し、院長に報告

し児童相談所に相談。

意見書（別紙）を作成

親権代行者（児童相談所）

が輸血同意書を提出.生命

の危機の場合は、救命の

ための治療処置を優先し、

現場の責任者（医師、また

はナース、またはMSW）が

同時並行で児相に電話し、

および院長または副院長

に状況について電話報告

18歳以上

自己決定能力はありますか

未成年者における輸血同意と拒否のフローチャート

18歳未満は自己決定能を有さないとみなす

（医療に関する適切な判断ができる状態でない）

親権者は輸血を拒否して

いますか
はい

いいえ

なるべく無輸血、最終的に

は輸血する。

親権者が輸血同意書を提

出

はい

無輸血治療できますか

本人の輸血拒否と

免責に関する証明

書を提出

緊迫した状況下でも輸血

は行えない。

本人と親権者全員からの

輸血拒否と免責に関する

証明書が必要。また、待

てるときは転院勧告

いいえはい

いいえ

親権者は輸血を拒否していますかはい

いいえ

親権者が輸血

同意書を提出

してもらう。

なるべく無輸血、

最終的には輸

連絡不通

緊迫した状況

では輸血を行

う

18歳未満

令和5年3月31日厚労省通達「子発0331第10号」

に基づく


